
第１部　都立高校の魅力向上に向けた実行プログラムの策定

１　実行プログラム策定に当たっての背景
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２　実行プログラムの基本的な考え方
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都立高校を取り巻く状況
ア 急速に変化する社会構造
○ 「 」時代が到来しつつある中、現代社会では や
ビッグデータ、 、ロボティクス技術などの先端技術が飛躍的な進
化を遂げ、様々な産業に取り入れられるなど、社会生活の によ
る変化が始まっています。

○ の進展に伴い、グローバル化の流れも更に加速しています。
社会の変化に対応し、今後、東京が持続的に発展していくために
は、人々が多様な文化を受け入れ、互いを尊重し合い、ともに力を
合わせて生活する共生社会を実現するとともに、国内外で活躍し、
新たな時代を切り拓く人材を育成していくことが求められています。

○ また、コロナ禍を経て生徒を取り巻く環境にも新たな課題が生
じています。様々な不安や悩みを抱える生徒、家庭生活に困難
を抱えていても一見分からず見過ごされてしまう生徒など、多様な
背景を持つ生徒の存在が一層明らかになってきました。

○ 子供たちの学びを支える教員についても、専門性や指導力の
向上はもとより、高い意欲と資質をもった教員志望者の確保や働き
方改革の推進による負担軽減など、質の高い教育を実現する上で
も早急に取り組むべき課題が多くあります。

イ 国の動向
○ 令和３年１月、中央教育審議会は「『令和の日本型学校教
育』の構築を目指して 答申 」を取りまとめ、これを公表しました。答
申では、知・徳・体を一体的に育む日本型学校教育の良さを受け
継ぐことに加え、子供たちの可能性を引き出す「個別最適な学び」と
「協働的な学び」の実現に向けた方針が示されました。

○ また、同答申においては、高校教育の基本的な考え方として、高
校には様々な背景を持つ生徒が在籍していることから、その多様な
能力・適性、興味・関心等に応じた学びの実現に向け、生徒の学
習意欲を喚起し、可能性・能力を最大限に伸長する教育活動に
転換していくことが求められています。

○ さらに、高校は初等中等教育段階最後の教育機関として、高等
教育機関や実社会との接続機能を果たせるよう、生徒の在学中に
主権者の一人としての自覚を深める学びが必要であるとしています。

○ こうした方向性を受け、令和３年３月、国は所要の規定を整備
し、その運用について通知しました。これにより、高校に期待される社
会的役割等の再定義や、高校の入口から出口までの教育活動の
指針の策定、「普通教育を主とする学科」の弾力化など、高校の特
色化・魅力化に向けた動きが進んでいます。

１ 実行プログラムの策定に当たっての背景

ひら

１　実行プログラム策定に当たっての背景
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ウ 東京都における施策等の動向
○ 東京都は令和３年３月に「『未来の東京』戦略」において、

年代の東京の姿として「ビジョン」を示すとともに、「東京都
教育施策大綱」を策定し、「東京型教育モデル」を提示しました。

○ 令和５年１月には「『未来の東京』戦略 」
が策定され、全ての子供が自分らしく健やかに成長できる社会の
実現とともに、将来を担う子供たちへの様々な支援を展開し、世
界を視野に新しい時代を切り拓く人材を育成すること等が示され
ています。 「『未来の東京』戦略 」

「東京都教育施策大綱」

○ 令和４年４月に設置された子供政策連携室においては、組
織横断の推進チームでの総合的な子供政策の検討や子供との
対話の実践等が行われました。これらを踏まえ、 令和５年１月
に「こども未来アクション」が策定され、「子供の最善の利益」の観
点から子供政策全般を捉え直し、取組を展開することで、チルド
レンファーストの社会を目指すこと等が示されています。

○ 「こども未来アクション」においては、ヤングケアラーや日本語を母
語としない子供への支援、ユースヘルスケアなど既存の枠組みでは
対応困難な課題をリーディングプロジェクトとして位置付け、組織
横断的に取り組むこととしています。

ひら
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(2) 都立高校の現状
ア 都立高校改革推進計画による取組と現状
○ 都教育委員会はこれまで、生徒を「真に社会人として自立し
た人間」に育成することを目的として、「都立高校改革推進計画
(平成24年度～令和３年度)」に基づき、以下の目標を掲げ総
合的に取組を推進してきました。
■ 次代を担う社会的に自立した人間の育成
■ 生徒一人一人の能力を最大限に伸ばす学校づくりの推進
■ 質の高い教育を支えるための環境整備

○ 具体的には、知・徳・体のバランスのとれた生徒の育成とともに、
大学等への進学指導の充実やグローバル人材育成に向けた高
校生の海外留学支援、スクールカウンセラー等の配置による教育
相談体制の整備など、様々な取組を進めてきました。

○ また、国際色豊かな学校の拡充や専門高校の改善・充実、
チャレンジスクールの新設など、社会の変化や生徒の多様なニー
ズに応える学校づくりについても併せて取り組んできました。

○ こうした取組に加え、各学校においても校長のリーダーシップの
下、組織的・計画的な学校経営を進めてきた結果、進学指導
重点校における進学実績の向上や都立高校全体としての中途
退学率の低下など、一定の成果が見られています。
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「児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査」から作成

スクールカウンセラー
の全校配置

スクールカウンセラー
の全課程配置

自立支援チームの派遣

(※H28年度からは配置課程数)
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イ 困難を抱えた生徒の存在
○ 不登校の生徒は自らの学習の機会を失うことに加え、中途退学に至
る割合が高くなることから、将来、社会的・職業的に自立することが困難
になるケースが少なくありません。

○ 都教育委員会はこれまでも、スクールカウンセラーの配置や、ユースソー
シャルワーカー 等による「自立支援チーム」の派遣など、学校に
おける相談・支援体制の充実に向けた取組を進めており、不登校生徒
数はこの間、減少傾向で推移してきましたが、コロナ禍の影響などにより、
令和３年度には若干増加に転じています。

○ また、都立高校における不登校生徒のうち、６割強が定時制課程の
生徒で占められており、不登校出現率は ％と全日制課程の

％に比べて高い割合となっています。

元

不登校生徒数推移

全日制課程 定時制課程

4,693人

2,793人

年度

人

「児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査」から作成

○ 高齢社会の進行や世帯規模の縮小、子供の権利に対する社会的理
解の深まり等により、本来大人が担うと想定されている家事や家族の世話
等を日常的に行っている「ヤングケアラー」の存在が社会問題化しています。

○ 令和２年度には、厚生労働省において、中学生・高校生を対象とした
ヤングケアラーの全国調査が初めて行われました。全日制高校２年生の

が「世話をしている家族がいる」と回答しており、そのうち、 が
「世話について相談した経験がない」と回答しています。

世話について相談した経験

調査数 いる いない 無回答

全日制高校２年生 人

定時制高校２年生相当 人

通信制高校生 人

世話をしている家族の有無

調査数 ある ない 無回答
全日制高校２年生 人

定時制高校２年生相当 人

通信制高校生 人

※通信制高校生は「 歳以下」と「 歳以上」の合計
厚生労働省「ヤングケアラーの実態に関する調査研究（令和２年度）」



6

実
行
プ
ロ
グ
ラ
ム
策
定
に
当
た
っ
て
の
背
景

１

第
１
部

○ グローバル化の進展による外国人労働者の増加の影響などにより、都
立高校における日本語指導が必要な生徒数 外国籍 は、平成 年
度の 人から令和３年度には 人と約２倍に増加しています。

○ また、日本語指導が必要な生徒の中途退学の状況は、全高校生と
比べ高い傾向にあります。

人

人

元

日本語指導が必要な生徒数 外国籍

ウ 都内公立中学生の進路状況と都立高校の入学者選抜応募倍率
○ 都内公立学校卒業予定者については、毎年度就学計画を策定し
た上で、都立高校と私立高校で分担して受入れを行っています。

○ 進学状況の推移を見ると、都立全日制高校に進学する生徒は平
成 年度の ％から令和３年度は ％に減少する一方、私立
全日制高校に進学する生徒は ％から ％に増加しています。

○ また、広域通信制を含む通信制課程に進学する生徒の割合が増
加するなど、中学生の進路の多様化が進んでいます。

都立全日制
都立全日制

私立全日制
私立全日制定時制

定時制

通信制
通信制

年度 年度

都内公立中学生の進学状況

都立全日制 私立全日制 国立全日制 都外全日制 定時制 通信制 特別支援学校高等部

「公立中学校等卒業者 令和４年３月卒業 の進路状況調査の結果 速報値 令和３年度 」から作成

文部科学省「日本語指導が必要な児童生徒の受入状況等に関する調査」及び都教育委員会調査から作成

全高校生等 日本語指導が
必要な高校生等

中途退学率 全国

文部科学省「日本語指導が必要な児童生徒の受入状況等に関する調査 令和３年度 」から作成

人

（年度）
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○ 都立高校入学者選抜における学科・課程別の応募倍率の推移に
ついて、全日制課程の普通科では全体的に応募倍率がやや低下傾
向にあるものの、特に進学指導重点校においては、依然として高い応
募倍率を維持しています。

○ 一方、専門学科のうち農業科や工業科、ビジネス科については応募
倍率が低下傾向にあり、工業科は平成 年度から、ビジネス科は平
成 年度から１倍を下回る状況となっています。

○ 定時制課程のうち、昼夜間定時制やチャレンジスクールについては、
かつての２倍を超える高倍率の状況はやや落ち着いたものの、依然とし
て高い状況にあります。夜間定時制については、令和４年度の応募倍
率が 倍となるなど、低下が顕著となっています。

入学年度

入学者選抜応募倍率（普通科）

進学指導重点校 進学指導特別推進校 進学指導推進校

普通科全体 普通科その他

入学年度

入学者選抜応募倍率（農業科、工業科、ビジネス科、総合学科）

農業科 工業科 ビジネス科 総合学科

入学年度

入学者選抜応募倍率（定時制課程）

夜間定時制 昼夜間定時制 チャレンジスクール

「都立高等学校入学者選抜応募状況 第一次募集・分割前期募集等 」

「都立高等学校入学者選抜応募状況 第一次募集・分割前期募集等 」

「都立高等学校入学者選抜応募状況 第一次募集・分割前期募集等 」

倍率

倍率

倍率

※八王子拓真高校のチャレンジ枠含む
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エ 都立高校に対する期待・要望
○ 都教育委員会は、都民の都立高校への印象や期待すること等に
ついて把握し、今後の取組等を検討する上での参考とするため、都民
や企業・大学、都立高校在校生、公立中学校３年生及びその保護
者を対象として、５年ごとに調査を実施しています。

○ 令和３年度調査では、前回調査と比較して都民の都立高校への
印象や現在通学している高校が第一志望の生徒の割合が向上する
など、都立高校に対しては引き続き一定の評価が得られています。

【主な調査結果】
■ 都民等の都立高校や都立高校生に対する印象が向上

● 都民：平成 年度 ⇒ 令和３年度
● 企業 ：平成 年度 ⇒ 令和３年度
● 大学等：平成 年度 ⇒ 令和３年度

■ 公立中学３年生及びその保護者の約７割が都立全日制を希望
● 公立中学３年生：
● 公立中学３年生保護者：

■ 現在通学している高校が第一志望だった都立高校生の割合が上昇
● 平成 年度 ⇒ 令和３年度

○ 一方、都立高校に期待することとして、デジタルを活用した多様な学
びや探究・研究等の主体的な学びの充実に加え、グローバル人材の
育成や国際交流機会の拡大などについて、意見が寄せられています。

オ 実行プログラムの目的
○ 「都立高校改革推進計画」は令和３年度末に計画期間が
終了しましたが、その後も都教育委員会は、新学習指導要領へ
の対応に加え、一人１台端末体制の整備や生徒の海外派遣
の促進など、都立高校における学びの充実を図ってきました。

○ 一方、都立高校を取り巻く環境が変化する中、新たな課題が
顕在化するとともに、次代を担う人材の育成や多様な学びの充
実など、都立高校に対する都民の期待は依然大きなものがあり
ます。

○ このため、都教育委員会は今般、新たな課題等の解決ととも
に、都立高校の魅力向上を図ることを目的として、既に実施して
いる施策も含めて当面推進していく施策を体系化し、「都立高
校の魅力向上に向けた実行プログラム」として取りまとめました。

○ 今後、本プログラムに基づき集中的に施策を展開することによ
り、生徒一人一人に応じたきめ細かな教育の実現と未来の東京
を担う人材の育成に向けた取組を一層推進していきます。
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２ 実行プログラムの基本的な考え方

３ つ の 施 策 の 方 向 性

プ ロ グ ラ ム の 性 格 等

② 取組内容について毎年度ブラッシュアップするなど、状況の変化等に応じて柔軟に対応

都立高校の魅力向上に向け、新たな課題等に対応するための当面のプログラム
① つの施策の方向性に基づき集中的に施策を展開 令和４年度を含む令和６年度まで

生徒一人一人に応じたきめ細かな教育を推進し、未来の東京を担う人材を育成

生徒一人一人の能力を

様々な困難を抱える生徒を

生徒や社会のニーズに応える

Ⅰ 自ら未来を切り拓く力の育成

Ⅱ 生徒目線に立った支援の充実

伸ばす

支える

学校づくり Ⅲ 質の高い教育を実現するための環境整備

自ら課題を発見し解決する力や他者と協働し新たな価値を創造する力など、変化の激しい時代を生きる上で必要な資質・能力を育むため、生徒一人
一人の可能性を最大限に伸ばす取組を推進

誰一人取り残さない教育の実現に向け、全ての生徒が家庭の状況等にかかわらず安心して教育を受けられるよう、学校や家庭、専門機関等が連携し、
個々の生徒に応じた支援を充実

中学生やその保護者に選ばれる都立高校を実現するため、民間企業等の多様な主体を活用し教育環境の充実を図るとともに、生徒や社会のニーズ
に応える特色ある学校づくりを推進

ひら

２　実行プログラムの基本的な考え方


